
   議 案 第 4 8号  平 成 2 9年 度 三 浦 市 一 般 会 計 決 算 の 認 定 に つ い て に  

対 す る 附 帯 決 議  

 

 本 定 例 会 に お い て 、 平 成 2 9年 度 三 浦 市 一 般 会 計 決 算 が 認 定 さ れ た 。  

 本 決 算 に は 、 第 36回 2 0 1 8三 浦 国 際 市 民 マ ラ ソ ン に 係 る 事 業 費 が 含 ま れ る が 、

こ の 大 会 に 関 し て は 、 過 日 、 三 浦 国 際 市 民 マ ラ ソ ン 企 画 実 行 委 員 会 事 務 局 で

不 適 切 な 支 出 処 理 が さ れ 、 使 途 不 明 金 が あ る こ と が 確 認 さ れ て い る 。 ま た 、

こ の 件 に 関 与 し た 、 同 委 員 会 事 務 局 職 員 と し て 従 事 し て い た 三 浦 市 職 員 に つ

い て 、 市 は 本 年 ７ 月 3 1日 に 刑 事 告 発 し て い る 。  

 平 成 2 9年 度 三 浦 市 決 算 審 査 特 別 委 員 会 に お い て は 、 一 般 会 計 第 ６ 款 商 工 費 、

三 浦 国 際 市 民 マ ラ ソ ン 事 業 に 関 す る 質 疑 の 中 で 、 市 か ら の 委 託 料 1 , 1 5 0万 円

が 含 ま れ た 第 36回 20 1 8三 浦 国 際 市 民 マ ラ ソ ン の 決 算 に 関 す る 資 料 が 提 出 さ れ

な い な ど 、 詳 細 の 確 認 を な し 得 な い と い う 事 態 が 生 じ た 。 ま た 、 委 員 か ら の

質 疑 で は 、 チ ェ ッ ク 体 制 の 不 十 分 さ や 部 下 に 対 す る パ ワ ー ハ ラ ス メ ン ト 等 に

つ い て 強 く 要 望 意 見 が 出 さ れ て い る 。  

 今 回 の 前 代 未 問 の 事 態 は 、 公 務 員 と し て の 責 任 と 自 覚 の 欠 如 、 及 び 組 織 の

管 理 体 制 が 十 分 に 機 能 し て い な い こ と に 起 因 し て い る も の と 考 え ら れ る 。  

 よ っ て 、 市 に お い て は 、 次 の 事 項 に つ い て 三 浦 市 議 会 ひ い て は 三 浦 市 民 の

声 と し て 受 け 止 め 、 対 応 さ れ る よ う 、 強 く 求 め る 。  

 

１  市 と し て 事 件 の 全 容 解 明 に 努 め る と と も に 、 明 ら か に な っ た こ と は 可 能

な 限 り 議 会 及 び 市 民 に 公 表 す る こ と 。  

２  今 回 の 職 員 の 不 祥 事 に つ い て は 、 速 や か に 再 発 防 止 策 を 検 討 し 、 徹 底 を

す る こ と 。  

３  三 浦 国 際 市 民 マ ラ ソ ン 企 画 実 行 委 員 会 事 務 局 に お け る 事 務 執 行 に つ い て

は 、 市 は 主 催 者 と し て 、 会 計 事 務 等 に 係 る 意 思 決 定 及 び 監 査 を 含 む 内 部 チ

ェ ッ ク 体 制 を 精 査 、 検 証 し 、 再 構 築 が 図 ら れ る よ う 努 め る こ と 。  

４  来 年 ３ 月 に 開 催 さ れ る 第 3 7回 2 0 19三 浦 国 際 市 民 マ ラ ソ ン を 成 功 さ せ る よ

う 、 力 を 尽 く す こ と 。  

 

以 上 、 決 議 す る 。  

 

平 成 3 0年 ９ 月 2 8日  

 

三 浦 市 議 会  


